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令和４年第４回平取町議会定例会 （開 会 午前９時３０分）

議長 皆さんおはようございます。
只今より令和４年第４回平取町議会定例会を開会します。直ちに本日の会議を
開きます。只今の出席議員は１１名で会議は成立いたします。
日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１
２２条の規定によって、６番萱野議員、７番四戸議員を指名いたします。
日程第２、会期の決定を議題とします。このことについては、６月２０日に議
会運営委員会を開催し協議をしておりますので、その結果を議会運営委員会委
員長より報告願います。１番櫻井議員。

１番
櫻井議員

本日、招集されました令和４年第４回平取町議会定例会の議会運営につきまし
ては、６月２０日開催いたしました議会運営委員会において協議をし、会期に
つきましては、本日１日間とすることで意見の一致を見ておりますので、議長
よりお諮り願います。

議長 お諮りします。只今、議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、会
期は本日１日間とすることにご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日間と決定いたしました。
日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より、令和４年３月分、４月分の
出納検査の結果報告があり、その報告書をお手元に配付しております。次に、
日高西部消防組合議会、平取町外２町衛生施設組合議会、胆振東部日高西部衛
生組合議会に関する報告がありましたので、その写しをお手元に配布しており
ます。次に、郵送による陳情、閉会中の諸事業について配付資料のとおりご報
告いたします。以上で、諸般の報告を終了いたします。
日程第４、行政報告を行います。１、日高山脈襟裳国定公園の国立公園化に向
けた取組状況について説明を求めます。まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

日高山脈襟裳国定公園の国立公園化に向けた取組状況について、別紙により近
況を報告いたします。
かねてより、平取町内のポロシリ岳周辺の国有林について、現在環境省から関
係自治体に示されている国立公園指定に向けた検討区域より範囲を拡張してい
ただきたい旨を要望すべく、有識者の意見をいただきながら、関係課等と検討
をしてきたところです。
別紙、冒頭の日高山脈周辺の国立公園指定に向けた取組の近況をご覧ください。
１点目に記載のとおり、このたび令和４年５月１７日付けで環境省北海道地方
環境事務所長あてに、区域の拡張要望する書面を提出しております。拡張エリ
アについては、中段に記載の概略図概要欄でお読み取り願います。
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書面を提出後、５月２３日には、遠藤町長が札幌市の北海道地方環境事務所に
おいて、北海道地方環境事務所長とこの件に関して面談をしております。
また同日、拡張エリアが国有林であることから、北海道森林管理局にて拡張を
要望した旨を報告し、要望区域等を共有しております。
続いて、近況の３点目に記載のとおり、国立公園指定に係る中央環境審議会委
員の現地視察の初日である令和４年６月９日に、帯広市において開催された中
央環境審議会委員との意見交換会には、関係自治体首長との意見交換会に遠藤
町長が出席をしております。この意見交換会には日高、十勝管内全ての首長が
出席し、それぞれ発言をされております。意見交換会での遠藤町長の発言は、
別紙の裏面に詳細を記載しておりますので、お読み取りいただければと存じま
す。以上、国立公園化に向けた取組状況について行政報告を申し上げました。
よろしくお願いいたします。

議長 次に、２、平取町教育行政に関する報告について説明を求めます。教育長。

教育長 令和４年度第４回平取町議会定例会におきまして、本年４月からの平取町教育
行政に関する報告をいたします。
はじめに、小中学校の現況についてご説明申し上げます。令和４年度、町内小
中学校の入学式は小学校で４月７日、中学校では４月７日と８日に実施されま
した。ただ、二風谷小学校につきましては、春休み中に児童のコロナ感染が相
次いだため、４月１１日に入学式と始業式を延ばして行っております。令和４
年度における児童生徒の状況にありましては、最新の６月８日現在におきまし
て、小学校５校あわせて２２４名、中学校２校で１２４名、合計で３４８名と
なっております。このうち、特別支援学級への入級者は小学校１１名、中学校
で７名となっております。児童生徒の総数では、前年度より小学校で１６名の
減、中学校では２名の増となっているところであります。教職員体制としまし
ては、校長３名、教頭４名が新たに赴任をしてきております。合わせて一般の
教職員についても異動がありましたが、児童生徒及び保護者、地域とも積極的
に信頼関係を構築することに努め、各学校における指導体制は今、築かれてい
るところでございます。町単独の採用となります教員につきましては、中学校
２名、時間講師が小学校１名、特別支援教育支援員につきましては、小学校５
校、中学校１校において合わせて１３名を配置し、また外国語指導のＡＬＴに
ついては２名、それと退職教員等活用事業で時間講師１名を配置しております。
本年度における全国学力学習状況調査につきましては、４月１９日に実施され
たところであり、当町におきましても、小学校６年生と中学校３年生が参加を
しております。今年度は、例年の算数、数学、国語に加えて、３年に一度行わ
れる理科の３教科で実施されました。実施後速やかに自校採点、自分の学校で
採点を行い、家庭学習の定着、読書活動の推進、ノート指導などを含めた学校
改善プランの見直しについても、取りかかっているところでございます。なお、
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詳細な結果が国より発表され次第、議会にもご報告いたします。また、町独自
で行っております標準学力調査につきましては、同日において全ての小中学校
で実施し、小学校２年生から５年生、中学校１、２年生が受けております。そ
の結果が出次第、各学校に戻し課題等の分析、把握に役立てることとしており
ます。次に、各学校の活動についてであります。北海道における新型コロナウ
イルス感染症による緊急事態宣言は３月２１日で解除されましたが、胆振日高
地方での感染者が多数確認されたことから、４月１７日までは中学校の部活動、
スポーツ少年団活動については自粛としておりました。ゴールデンウィークか
ら町内での児童生徒にコロナ感染者が少しずつ出だし、また家族の感染による
濃厚接触者として出席停止の措置をとるケースも増えて、５月末から６月上旬
にかけて平取小学校で２学級、平取中学校で１学級が１週間程度の学級閉鎖の
措置をとったところでございます。また、紫雲古津小学校でも感染者と体調不
良者が多く出たことから、臨時休校の措置を１日とりましたが、その後児童及
び教員の健康確認がとれたことから再開をしております。出席停止や学級閉鎖
となった児童生徒に対して、タブレット端末の持ち帰りを行い、オンラインに
よる授業など、できる範囲で実施をしてきております。中学校での体育祭、小
学校における運動会におきましては、感染防止対策に努め、午前日程で実施を
しており、雨天順延等ありましたが、６月１９日までに全て終了をしたところ
であります。また、小中学校の修学旅行につきましては、昨年同様、実施を夏
休み以降にしております。今年度も感染防止の対策をしっかりとりながら学校
行事については、出来る限り実施をしていくことを各学校及び保護者に伝えて
いるところでございます。次に、公営塾びらとり義経塾につきまして、今年度
は６月１日現在、中学生、全町で１２４名中８８名、高校生４３名中３２名の
１２０名が登録し受講が始まっている状況であります。中学生の７１％、高校
生の７４．４％が通塾している状況であります。また、今年度も振内支所２階
で振内教室を月２回、基本的には土曜日に開設し、振内地区中高校生の通塾環
境の整備を進めているところでございます。社会教育におきましては、児童館、
児童クラブのない地区の小学生の放課後の居場所づくりとして実施している放
課後こども教室を紫雲古津、二風谷、貫気別地区で今年度も開設しており、紫
雲古津３７名中全員３７名が、二風谷では１７名中１６名、貫気別地区２９名
中全員の児童が登録をしております。また、振内、本町２地区で開設されてお
ります高齢者大学につきましては、今年度４０名の方が入学しております。貫
気別地区につきましては昨年度から中止となっております。今年度は４月２１
日から活動を始め、月１回のペースで学習活動を行っております。社会体育で
は、遊びを中心とした体力づくり、リトルラビットスポーツクラブを本町では
小学校１年から３年までの３６名、貫気別地区では１年生から６年生を対象に
２３名、振内地区につきましても１年生から６年生まで１５名が参加をしてお
ります。次に、文化財課におきましては、今年度全施設、博物館、歴史館、工
芸館、開拓財産展示施設、二風谷コタンのチセ群について４月１日から開館を
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している状況です。改修工事をしておりました沙流川歴史館も４月１日からリ
ニューアルオープンをしております。博物館では４月１日から５月２２日まで
企画展、アイヌ伝統工芸のわざを実施し、３３８０名が期間中訪れております。
また、沙流川歴史館で企画展、北海道のダムカード展を４月２６日から５月２
７日まで、芽生にあります平取ダムビジターセンターで５月２８日から６月１
２日まで、振内町民センターで６月１３日から２６日まで移動展ということで
行っております。今後、貫気別町民センター、ふれあいセンターびらとり、二
風谷ダム管理所で移動展を行う予定になってございます。また、６月５日にマ
ンロー先生を偲ぶ会を３年ぶりに関係者のみの参加で、二風谷旧マンロー邸前
庭で実施をしております。なお、北大文学部が管理をしております二風谷旧マ
ンロー邸につきましては、今年度、内部については１階のみの公開で見学が可
能となっております。図書館につきましても、４月１日から通常開館している
ところであり、移動図書館や出張図書館、団体貸出し、映画上映会なども例年
どおり実施をしているところでございます。
最後になりますけれども、今月、北海道道立高校の教員が殺人及び死体遺棄容
疑で逮捕され、また日高管内公立小学校の教頭が北海道迷惑行為防止条例違反
の疑いで逮捕されるなど、教育関係者の信頼を失う事案が発生いたしました。
これを受けて、平取町教育委員会としましては、町内校長会において服務規律
の遵守、コンプライアンス、法令遵守、交通違反、飲酒運転の撲滅などについ
て指示をしているところであり、あわせて各学校関係者へ文書等で通知をして
おります。今後も児童生徒、保護者、地域の信頼を失う行為を絶対に起こさな
いよう指導してまいりますのでご理解をよろしくお願いいたします。以上、本
年４月からの教育行政に関わる報告とさせていただきます。

議長 以上で、行政報告を終了いたします。
日程第５、議案第１号、平取町固定資産評価審査委員の選任についてを議題と
いたします。提案理由の説明を求めます。町長。

町長 議案第１号、固定資産評価審査委員の選任についてご説明を申し上げます。地
方税法、平取町税条例の規定に基づきまして、平取町固定資産評価審査委員に
次の方を選任したいので、同意を求めるものでございます。住所、沙流郡平取
町振内町６１番地２、氏名、蘆原宏昭氏でございます。生年月日は、昭和３８
年３月２２日、５９歳でございます。次のページをお開き願いたいと思います。
経歴概要は記載のとおりでございまして、平取消防団員、総合振興計画審議会
委員、振内小学校学校評議員、平成３０年１２月からは固定資産評価審査委員
も務められてございまして、引き続き、選任をさせていただくものでございま
す。地方税制にも理解を示し、人格見識も高く、適任者でございますので選任
同意を求めるものでございます。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
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議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について同意すること
に賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第５、議案第１号、平取町固定資産評価審査
委員の選任については、同意することに決定しました。
日程第６、議案第２号、平取町民公園条例の一部を改正する条例についてを議
題といたします。提案理由の説明を求めます。観光商工課長。

観 光商 工
課長

議案第２号、平取町民公園条例の一部を改正する条例についてご説明いたしま
すので、３ページをお開き願います。今回の条例の一部改正につきましては、
パークゴルフ協会からの要望と利用促進のために、二風谷ファミリーランドパ
ークゴルフ場及びニセウエコランドパークゴルフ場の使用料について、条例の
一部を改正しようとするものでございます。それでは４ページをお開きくださ
い。一部改正の内容が書かれておりますが、条例の新旧対照表により説明いた
しますので、５ページと６ページをご覧ください。５ページにつきましては、
二風谷ファミリーランドのパークゴルフ場、６ページにつきましては、ニセウ
エコランドのパークゴルフ場が記載されております。内容については、全く同
じものとなっております。別表第２、第６条、第７条関係、有料公園施設使用
料について金額等を定めておりますが、その中の高齢者（用具代含む）の摘要
欄の町民、そしてその下段にあります年間会員（用具代含む）の摘要欄の町民
とするを削ります。４ページに戻っていただきまして、附則として、この条例
は公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用するものといたします。以
上、平取町民公園条例の一部を改正する条例についての説明といたしますので、
ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案のとおり
決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第６、議案第２号、平取町民公園条例の一部
を改正する条例については、原案のとおり可決しました。
日程第７、議案第３号、令和４年度平取町一般会計補正予算第２号を議題とい
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たします。提案理由の説明を求めます。総務課長。

総務課長 議案第３号、令和４年度平取町一般会計補正予算第２号につきましてご説明い
たしますので、７ページをご覧ください。
令和４年度平取町一般会計補正予算第２号は、次に定めるところによるものと
します。第１条、歳入歳出予算の補正ですが、歳入歳出にそれぞれ４９８６万
７０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７３億６２６６万３００
０円にしようとするものでございます。第２項で歳入歳出予算の補正における
款項の区分、及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、
第１表歳入歳出予算補正によるものとしております。それでは、歳入歳出予算
事項別明細の歳出からご説明いたしますので、１４ページをお開きください。
上段、２款１項３目財産管理費１２節委託料、７８０万円の増額です。これは、
本町の旧国保病院の跡地につきまして、用地の一部にバチラー保育園の新しい
園舎を建設することになっており、８月から工事が始まる予定でございますけ
れども、今後の周辺の土地利用と安全な周辺環境の整備を行うための調査設計
委託料７８０万円を増額するものでございます。財源につきましては、全額、
前年度繰越金を充当するものでございます。次に下段、２款１項９目企画費１
８節負担金補助及び交付金、４６万１０００円の増額です。これは住宅用太陽
光発電システム設置補助金につきまして、令和４年度から補助上限額を引下げ、
件数を１件から３件に増やしたところでございますけれども、このたび８件の
申請があり、当初予算に不足を生じることから補助金を増額するものでござい
ます。財源につきましては、過疎債４０万円と残り前年度繰越金を充当するも
のでございます。次に１５ページ上段、３款１項１目社会福祉総務費、２０９
４万５０００円を増額するものです。これは新型コロナの影響が長期化する中、
様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活、暮らしの支援を行うため、
住民税非課税世帯等を対象に、１世帯当たり１０万円を臨時特別給付金として
支給するものでございます。対象は令和３年度分または令和４年度分の住民税
均等割が非課税である世帯で、基準日といたしまして令和３年度が令和３年１
２月１０日時点、令和４年度が令和４年６月１日時点で、当町の住民基本台帳
に登録されている世帯となります。また、コロナの影響を受けて令和４年１月
以降の家計が急変し、令和４年度分の住民税非課税世帯と同様にあると認めら
れる世帯も対象となります。なお、令和３年度分の住民税非課税世帯に支給さ
れた臨時特別給付金を受給した世帯につきましては、令和４年度分の住民税が
非課税であっても、今回の臨時特別給付金の支給対象とならないこととされて
おります。予算の内訳は、１０節需用費１５万円の増額、主にコピー用紙やト
ナーカートリッジ、チラシの印刷代となります。１１節役務費８万円の増額。
これは、支給対象者への案内や入金通知などの郵送料と給付金の振込手数料で
ございます。１２節委託料につきましては、今回の臨時特別給付金を速やかに
支給するため、総合行政情報システムの改修費用として、７１万５０００円を
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増額するものでございます。１８節負担金補助及び交付金２０００万円の増額。
これは、今回の臨時特別給付金の対象世帯について、令和３年度の未受給者を
含めた令和４年度非課税世帯、及び家計急変世帯を２００件と想定し積算して
ございます。財源につきましては、全額、住民税非課税世帯等に対する臨時特
別給付金事業費補助金を充当するものでございます。次に下段、３款１項２目
老人福祉費１８節負担金補助及び交付金、６３０万円の増額です。これは、平
取福祉会が運営するこころのホームふれないにつきまして、当初計画では、昨
年８月に５名、９月に４名の入所を見込んでおりましたけれども、施設側の職
員体制や入所希望者の事情などにより、計画どおりの入所者を確保することが
出来ず、満床となったのが今年の１月となっております。そのため、こころの
ホームの運営費について、介護報酬などの減収により、約８１０万円の赤字決
算となったことから、平取福祉会と協議の上、赤字分のうち６３０万円につい
て、町が負担することとしたものです。財源につきましては、前年度繰越金を
充当するものでございます。次に１６ページをお開きください。上段、３款２
項１目児童福祉総務費４１４万４０００円の増額です。これは、新型コロナの
影響が長期化する中で、食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対
し、児童１人当たり６万円を子育て世帯生活支援特別給付金として支給するた
めの費用と、国が行う令和４年度保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業
により、町内にある４か所の認可保育所の保育士等の処遇改善のための補助金
となっております。まず、子育て世帯生活支援特別給付金ですが、支給対象者
としては、一つは令和４年４月分の児童手当、または特別児童手当の使用を受
けている者で、令和４年度分の住民税均等割が非課税の者。二つ目といたしま
して、今年度末で１８歳までの子、いわゆる高校卒業するまでの子を養育して
いる方で、令和４年度分の住民税均等割が非課税か、新型コロナの影響により
家計が急変し、令和４年度分の住民税が非課税であるものと同様の事情にある
と認められる者となっております。なお、令和４年４月から令和５年２月まで
に生まれる新生児も対象となっております。予算の内訳は、３節職員手当６万
４０００円の増額、職員の時間外勤務手当となります。１０節需用費８万６０
００円の増額、コピー用紙やプリンターのトナー代でございます。１１節役務
費６０００円の増額、支給対象者への案内や入金通知などの郵送料と給付金の
振り込み手数料です。１２節委託料４８万４０００円の増額、これは給付金を
速やかに支給するため総合行政情報システムの改修費用となります。１８節負
担金補助及び交付金につきましては、子育て世帯生活支援特別給付金分として、
対象者を令和４年度住民税非課税世帯として１２世帯２０人、４月から来年２
月までに生まれる子どものうち、該当する世帯を５世帯５人、さらに家計急変
世帯を３世帯５人、全部で２０世帯３０人分を見込み１８０万円を増額するも
のです。また、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金については、職
員１人当たりおおむね３％以上の処遇改善にかかる費用として、四つの保育所
合わせて１７０万４０００円を増額し、補助しようとするもので、１８節合計
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で３５０万４０００円を増額としております。財源につきましては、全額、国
庫補助金と道補助金となっております。次に下段、６款１項２目商工振興費２
０節貸付金、５９９万７０００円の増額です。これは、コロナ禍の中、設備資
金や運転資金の融資を希望する事業者が増え、当初の融資枠を超過することか
ら、不足となる融資額の２分の１を預託金として増額するものでございます。
なお、財源につきましては、中小企業融資資金貸付金元金収入を充当するもの
でございます。次に１７ページ上段、６款２項１目観光振興費１８節負担金補
助及び交付金、２００万円の減額です。これは、３月に関係３町で協議した結
果、鵡川・沙流川ＷＡＫＵＷＡＫＵ協議会の活動内容を見直すこととなりまし
て、今年度は今後の協議会の方向性を決める準備期間として、事業を実施しな
いこととしたため、負担金を全額減額するものでございます。下段、８款１項
１目消防費１８節負担金補助及び交付金、６２２万円の増額です。これは、新
型コロナの感染リスクを軽減するため、救急車に自動心臓マッサージ機を導入
するための経費で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用
し、日高西部消防組合で日高町、平取町それぞれの消防署に配置するもので、
当町では救急車２台に積載する機器の購入費用として、消防組合の負担金を増
額するものでございます。次に、歳入についてご説明いたしますので、１１ペ
ージをお開きください。上段、１５款２項１目総務費国庫補助金１節総務管理
費補助金、６２２万円の増額です。これは、先ほど歳出でご説明いたしました
消防で購入する自動心臓マッサージ機について、全額、新型コロナウイルス感
染症対応地方創生臨時交付金を見込んだものでものでございます。続いて下段、
１５款２項２目民生費国庫補助金、２４７８万９０００円を増額するものです。
１節社会福祉費補助金、２０９４万５０００円の増額です。これは、１５ペー
ジ上段で説明いたしました住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金に係る経
費として、国から１０分の１０の補助金が交付されるものです。２節児童福祉
費補助金、３８４万４０００円の増額です。これは、１６ページ上段で説明い
たしました子育て世帯生活支援特別給付金にかかる経費として、子ども１人当
たり５万円の給付金３０人分で１５０万円と事務費６４万円、合わせて２１４
万円について、新型コロナウイルス感染症セーフティーネット強化交付金とし
て１０分の１０が交付されるものです。また、保育士・幼稚園教諭等処遇改善
臨時特例交付金１７０万４０００円についても、全額国からの交付金を見込ん
でおります。次に１２ページ上段、１６款２項２目民生費道補助金４節児童福
祉費補助金、３０万円の増額です。これは、子育て世帯臨時特例特別給付金と
して、北海道において国の生活支援特別給付金に１人１万円上乗せして給付す
るということで、３０人分３０万円の補助金を見込んでおります。下段、２０
款１項１目繰越金１節繰越金、１２１６万１０００円の増額です。今回の補正
財源につきましては、国庫補助金や道補助金などの特定財源や町債を充当し、
さらに不足する財源を前年度繰越金に求めるものでございます。次に１３ペー
ジ上段、２１款３項２目１節中小企業融資資金貸付金元金収入、５９９万７０
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００円の増額です。これは歳出でご説明したとおり、中小企業特別融資資金の
申請者が増加したことによる増額でございます。下段、２２款１項１目１節総
務債、４０万円の増額です。これは歳出でご説明したとおり、住宅太陽光発電
システム設置補助金の申請が増加したことから、その不足財源を確保するため、
過疎対策事業債を増額するものでございます。歳入歳出予算、事項別明細書に
ついては以上でございます。次に、９ページの第２表、地方債補正をお開き願
います。第２表、地方債補正は、起債の目的、補正前の限度額と補正後の限度
額、起債の方法、利率、償還の方法をそれぞれ明示したものとなっております。
先ほど歳出でご説明したとおり、本補正予算における起債の目的は新エネルギ
ー導入事業、１事業であり、補正前と補正後における減額については、記載の
とおりでありまして、その限度額総額を７億９２１０万円から７億９２５０万
円に変更するものでございます。次に、１８ページをお開きください。地方債
の前々年度末における現在高、並びに前年度末及び当該年度末における現在高
の見込みに関する調書については、前々年度の令和２年度末の現在高、前年度
の令和３年度末の現在高見込み、並びに当該年度令和４年度末の現在高見込額
につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。以上、議案第３号、令
和４年度平取町一般会計補正予算第２号についてご説明申し上げましたので、
ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論ありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
定することに賛成の方、挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第７、議案第３号、令和４年度平取町一般会
計補正予算第２号は原案のとおり可決しました。
日程第８、議案第４号、令和４年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第１
号を議題といたします。提案理由の説明を求めます。町民課長。

町民課長 議案第４号についてご説明させていただきますので、別紙でお配りさせていた
だきました議案第４号をお開きください。
令和４年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第１号は、次に定めるところ
によります。第１条、歳入歳出予算の補正については、歳入歳出それぞれ３０
万円を追加し、歳入歳出予算の総額を７億６０６０万円とするものです。この
補正予算の提案理由は、新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給申
請がなされたことに伴い、かかる予算を補正しようとするものです。それでは、
事項別明細書の歳出よりご説明申し上げますので、５ページをお開きください。
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２款保険給付費に６項として、傷病手当金の項を追加し、１目として傷病手当
金、１８節負担金補助及び交付金について３０万円の補正を行おうとするもの
です。内容については、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金であり
まして、これは当該感染症に感染した場合や感染が疑われる場合に、労務につ
くことが出来ない期間の賃金等の３分の２を手当てする給付でございます。こ
のたび１件の申請がなされたことに伴いまして、今後の手当支給にも備えるた
め、１件当たり１０万円として３件分３０万円の算出で計上しております。財
源については、全額道補助金を充当します。次に歳入についてですが、４ペー
ジ目をご覧ください。４款１項１目保険給付費等交付金の２節特別交付金で、
歳出と同額の３０万円の補正を行うもので、内容は特別調整交付金分を財源と
するものです。以上、議案第４号についてご説明申し上げましたので、ご審議
のほど、よろしくお願いいたします。

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案のとおり
決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第８、議案第４号、令和４年度平取町国民健
康保険特別会計補正予算第１号は、原案のとおり可決しました。
日程第９、報告第１号、繰越明許費繰越計算書一般会計の報告について説明を
求めます。総務課長。

総務課長 報告第１号、繰越明許費繰越計算書についてご報告いたしますので、議案書２
０ページをお開きください。
地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、繰越明許費繰越計算書を作
成し、これを議会に報告するものでございます。２１ページをご覧ください。
繰越事業に係る各事業の内容については、予算計上時点におきまして、既にご
説明申し上げておりますので省略させていただきますが、令和３年度予算の一
部を令和４年度に繰越した事業につきましては、議案書に記載のとおりであり
まして、コロナに関連した事業が３事業、それ以外の事業は４事業の合計７事
業で、翌年度への繰越額の総額は８億５９０万円となり、その財源内訳につき
ましては、収入済みの国の支出金が９７８万１０００円、未収入の特定財源と
して国・道支出金が７億８２０５万３０００円で、町の一般財源は１４０６万
６０００円となっております。この７事業は、いずれも令和３年度の年度末ま
でに事業を完了することが出来なかったことから、地方自治法第２１３条第１
項において、予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込
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みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰越して使用
することができるとの規定に基づき、この予算を令和４年度に繰越したもので
ございます。以上、報告第１号、繰越明許費繰越計算書についてご報告させて
いただきましたので、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。

議長 これより質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。
以上で、日程第９、報告第１号、繰越明許費繰越計算書一般会計の報告につい
てを終わります。
日程第１０、意見書案第１号、森林・林業・木材産業によるグリーン成長に向
けた施策の充実・強化を求める意見書案の提出についてを議題といたします。
提出議員からの説明を求めます。１番櫻井議員。

１番
櫻井議員

これにつきましては、例年出されておりますので、お手元の意見書案をもって
ご説明をさせていただきたいと思います。森林・林業・木材産業によるグリー
ン成長に向けた施策の充実・強化を求める意見書案。本道の森林は、全国の森
林面積のおよそ４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止などの多面的機能
の発揮が期待されており、本町と道が連携をし、２０５０年までに温室効果ガ
スの排出量を実質ゼロとする国の目標の達成に向けて、森林吸収減対策を積極
的に推進することが必要です。本道の森林を将来の世代に引き継いでいくため、
活力ある森林づくりや防災減災対策をさらに進め、森林・林業・木材産業によ
るグリーン成長が実現できるよう、施策の充実強化を図ることが必要です。よ
って、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望いたします。記、１、森
林の多面的機能を持続的に発揮し、ゼロカーボン北海道の実現に貢献するため、
適切な間伐と伐採後の着実な植林の推進に必要な森林整備事業予算や、防災減
災対策の推進に必要な治山事業予算を十分に確保すること。２、森林資源の循
環利用を一層推進するため、ＩＣＴ等の活用によるスマート林業の推進、木材
生産流通体制の強化、建築物の木造木質化、木質バイオマスエネルギー利用の
促進などによる道産木材の需要拡大、森林づくりを担う人材の育成確保などに
必要な支援を充実強化すること。以上、地方自治法第９９条の規定により提出
をいたします。提出議員は私櫻井、賛成議員は金谷議員、中川議員であります。
提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部
科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣
であります。以上です。

議長 これより質疑を行います。質疑はありませんか。
（質疑なしの声）
質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。
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（反対討論なしの声）
討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本意見書案について、原案
のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
（賛成者挙手）
挙手多数です。したがって、日程第１０、意見書案第１号については、原案の
とおり可決しました。
日程第１１、陳情第１号、地方財政の充実・強化に関する意見書の採択を求め
る陳情について。日程第１２、陳情第２号、義務教育費国庫負担制度堅持・負
担率２分の１への復元、教育予算確保、拡充と就学保障の実現に向けた意見書
の採択を求める陳情について。日程第１３、陳情第３号、２０２２年度北海道
最低賃金改正等に関する意見書の採択を求める陳情について。以上、３件を一
括して議題といたします。この３件の取扱いについては、先に開催の議会運営
委員会において協議されておりますので、その結果について議会運営委員会委
員長より報告を願います。１番櫻井議員。

１番
櫻井議員

提出されました陳情３件につきましては、過日行われました議会運営委員会で
協議した結果、陳情第１号、２号につきましては、総務文教常任委員会へ、陳
情第３号につきましては、産業厚生常任委員会への付託としてございますので、
議長よりお諮り願います。

議長 お諮りいたします。只今、議会運営委員会委員長より報告のありましたとおり、
陳情第１号、第２号については総務文教常任委員会に、陳情第３号については
産業厚生常任委員会に、それぞれ付託し審査することにご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、陳情第１号、第２号については総務文教常
任委員会に、陳情第３号については産業厚生常任委員会に付託し審査すること
に決定しました。
ここで休憩いたします。議案を配付いたします。

再開いたします。お諮りいたします。承認第１号、閉会中の継続審査の申出に
ついてを日程に追加し、追加日程第１として議題としたいと思います。ご異議
ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、承認第１号を日程に追加し、追加日程第１
として議題とすることに決定しました。
追加日程第１、承認第１号、閉会中の継続審査の申出についてを議題とします。
議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員会委員長からそれ
ぞれの委員会において、請願、陳情、並びに所管事務調査等について、閉会中
の継続審査及び調査を実施したい旨申出がありました。申出書はお手元に配布
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したとおりです。お諮りいたします。各委員長からの申出のとおり、閉会中に
継続審査及び調査等を実施することに異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中に継
続審査及び調査等を実施することに決定いたしました。
本定例会に付された事件の審議状況を報告いたします。
議案４件で原案可決３件、同意１件。報告１件。意見書案１件で原案可決１件。
陳情３件で委員会付託３件。承認１件で決定１件となっております。
以上で、全日程を終了いたしましたので、令和４年第４回平取町議会定例会を
閉会いたします。
この後、１０時４０分からこの議事堂におきまして、議員全員協議会を開催し
ますので、出席のほうよろしくお願いいたします。

（閉 会 午前１０時２８分）


